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新
た
な
行
財
政
改
革
大
綱
で
は
、
次
の
基

本
的
な
考
え
方
・
方
針
の
も
と
に
行
財
政
改

革
の
取
組
を
進
め
る
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

■
さ
ら
な
る
行
財
政
改
革
の

　

基
本
的
な
考
え
方

　

平
成
24
年
12
月
に
策
定
し
た
「
出
雲
市

財
政
計
画
」
で
は
、
今
後
10
年
間
で
財
政

調
整
基
金
な
ど
を
繰
り
入
れ
て
も
、
な
お

１
３
７
億
円
の
収
支
不
足
が
生
じ
る
と
見
込

ん
で
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
本
大
綱
で
は
財

政
計
画
の
目
標
値
を
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
た

取
組
を
進
め
ま
す
。

■
基
本
方
針

Ⅰ
．
数
値
化
・
可
視
化
に
努
め
た

積
極
的
な
情
報
公
開

　

市
の
財
政
状
況
や
行
財
政
改
革
へ

の
取
組
状
況
等
を
可
能
な
限
り
数
値

化
・
可
視
化
し
、
わ
か
り
や
す
く
情

報
公
開
す
る
こ
と
で
市
民
の
皆
さ
ん

の
理
解
を
得
ら
れ
る
よ
う
努
め
ま
す
。

Ⅱ
．
数
値
目
標
や
明
確
に
区
別
す
べ
き

　
　

基
準
を
設
定
し
た
聖
域
な
き

行
財
政
改
革

　

市
の
規
模
に
見
合
っ
た
安
定
的
な

財
政
運
営
に
向
け
、
具
体
的
な
目
標

値
を
掲
げ
つ
つ
、
市
の
担
う
べ
き
役

割
を
明
確
化
す
る
た
め
の
一
定
の
基

準
や
費
用
対
効
果
の
視
点
を
も
っ
て
、

全
て
の
事
務
事
業
を
検
証
し
ま
す
。

Ⅲ
．
丁
寧
な
説
明
を
し
つ
つ
、

　
　

決
断
力
と
ス
ピ
ー
ド
感
を
持
っ
た

　
　

行
財
政
改
革
の
実
施

　

市
民
生
活
に
密
着
し
た
事
業
の
見

直
し
に
際
し
て
は
、
理
解
・
協
力
を

得
ら
れ
る
よ
う
に
丁
寧
に
説
明
を
行

う
と
と
も
に
、
決
断
す
べ
き
と
き
は

決
断
し
、
問
題
を
先
送
り
し
ま
せ
ん
。

■
さ
ら
な
る
行
財
政
改
革
に

　

向
け
た
行
程

○
新
た
な
行
財
政
改
革
大
綱
は
、
平
成

26
年
度
か
ら
お
お
む
ね
10
年
間
の
行

財
政
改
革
の
指
針
と
し
、
前
期
・
後

期
各
５
年
間
の
実
施
計
画
を
策
定
し

ま
す
。
特
に
平
成
26
年
度
か
ら
の
３

か
年
を
集
中
改
革
期
間
と
位
置
付
け

て
積
極
的
に
取
り
組
み
ま
す
。

○
実
施
計
画
の
進
行
管
理
は
、
行
財
政
改

革
審
議
会
で
年
度
ご
と
に
検
証
し
、
必

要
に
応
じ
て
計
画
を
見
直
し
ま
す
。
そ

の
結
果
は
、
市
議
会
へ
の
報
告
や
広
報

紙
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
ま
す
。

○
さ
ら
な
る
行
財
政
改
革
を
強
力
に
推

し
進
め
る
た
め
、
全
庁
の
取
組
を
横

断
的
に
把
握
・
分
析
・
管
理
・
推
進

す
る
た
め
の
新
た
な
部
署
（
行
政
改

革
部
）
を
設
置
し
て
取
り
組
み
ま
す
。

将
来
に
わ
た
っ
て
安
定
し
た
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に

～
出
雲
市
行
財
政
改
革
大
綱
及
び
第
１
期
実
施
計
画
を
策
定
～

※実質公債費比率…自治体の標準的な収入に対する負債返済の割
合を示します。通常、3年間の平均値を使用します。18%以上に
なると、新たな借金をするために国や都道府県の許可が必要とな
り、25%以上になると借金を制限されます。

市
で
は
、
平
成
17
年
度
に「
21
世
紀
出
雲
市
行
財
政
改
革
大
綱
」を
策
定
し
、
こ
の
方

針
を
ふ
ま
え
た「
第
１
期
・
第
２
期
実
施
計
画
」に
基
づ
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
財
政
改
革
に

取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
市
の
財
政
状
況
が
厳
し
い
う
え
に
、
国
の
交
付
税
の
減
額
や
社
会

保
障
費
の
増
額
な
ど
に
よ
り
、
今
後
さ
ら
に
深
刻
化
す
る
見
通
し
で
あ
り
、
さ
ら
な
る

行
財
政
改
革
の
取
組
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
新
た
に「
出
雲
市
行
財
政
改
革
大
綱
」と
、
こ
の
大
綱
に
基
づ
く
「
出
雲

市
行
財
政
改
革
第
１
期
実
施
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

市
民
の
皆
さ
ん
に
、
将
来
に
わ
た
っ
て
安
定
し
た
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
よ

う
、
一
刻
も
早
い
財
政
健
全
化
を
目
指
し
、
今
年
度
か
ら
平
成
28
年
度
ま
で
の
３
か
年

を
集
中
改
革
期
間
と
位
置
づ
け
、
ス
ピ
ー
ド
感
を
持
っ
て
行
財
政
改
革
に
取
り
組
ん
で

い
き
ま
す
。

行
財
政
改
革
大
綱
の
概
要

目標値
（平成34年度末）

現状
（平成24年度末）

歳出規模の抑制 650億円～700億円程度 803億円

市債残高の削減 800億円程度 1,331億円

実質公債費比率の目標 18％未満 21％

確保すべき基金残高 最低限20億円 34億円
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　新たな行財政改革大綱に基づき、第１期５年間（平成26年度～平成30年度）の取組を具体的に定めています。

■個別の実施計画

第１期実施計画の概要

１．効率的・効果的な
      行財政運営

（１）事務事業の適正な推進
○全ての事務事業について、「公共性」「公平性」「有効性」及び「効率性」の
視点から基準となる「ものさし」を設けて明確に区別し、選択と集中による
事業実施または廃止・縮小に努めます。

○事業の廃止・縮小等にあたっては、丁寧な説明で関係者の理解を得るよう努
めます。

（２）補助金・負担金及び扶助費のあり方
○補助金等は、地域経済や地域の活性化等、市の重点施策に沿ったもの、ある
いは市民生活に欠かせないものを対象とし、優先度を勘案しながら見直しを
行います。

（３）外郭団体
○各団体の経営の安定化、管理運営の効率化を図るとともに、市の関与の必要
性が低いと判断した団体は、出資金の減額及び民営化を進めます。

２．公共施設の
      あり方と管理運営

（１）公共施設の今後のあり方
○施設の存続、統廃合・譲渡を検討するための基準となる「ものさし」を設け、
市の規模に応じた適正な施設数にすることを目指します。

（２）公共施設の管理運営
○現在保有している施設を適切に管理する一方、直営施設、指定管理施設に限
らず経費削減に向けた取組を進めます。

３．組織・機構と
      適正な人員管理

（１）時代に即応した組織・機構
○喫緊の行政課題に即応し、効率的・効果的な運営を行うために、本庁・支所
ともに継続的に組織・機構の見直しを行います。

（２）適正な人員管理
○110 名の人員削減目標を早期達成するとともに、事務事業の見直しを行い、
適正な職員数及び年齢構成の是正に努めます。また、特別職を含めた職員の
総人件費の抑制に努めます。

４．財源の確保と
      債務の抑制

（１）使用料・手数料の見直し
○施設運営のため、公平な受益者（利用者）負担を考慮した適正な施設使用料
を設定します。
○施設使用料以外の使用料・手数料は、処理コスト等を考慮した適正な設定を
行います。

（２）財源の確保
○市税等の収納対策のさらなる強化を図るとともに、市の保有する資産の処分
や有効活用を進めます。

（３）起債の抑制
○公共事業費を適正規模に縮減し、市債の新規発行額を抑制するとともに、繰
上償還を実施します。

Ｈ26 Ｈ 27 Ｈ 28 Ｈ 29 Ｈ 30 合　計
財政効果目標額 1,093 1,224 1,414 1,413 1,456 6,600

1. 効率的・効果的な行財政運営 15 230 290 290 340 1,165
2. 公共施設のあり方と管理運営 230 230 230 690
3. 組織・機構と適正な人員管理 776 500 400 400 400 2,476
4. 財源の確保と債務の抑制 302 494 494 493 486 2,269

おたずね／行政改革部　☎ 21-6265

■数値目標 （単位：百万円）

※出雲市行財政改革大綱及び第１期実施計画の詳細は、市ホームページに掲載していますのでご覧ください。


